
 

 

 

 

吸収合併に係る事後開示書面 

(会社法第 801 条第 1項及び会社法施行規則第 200 条に定める書面) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 年 6 月 1 日 

株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 

  



                        2026 年 6月 1日  

               

     熊本県山鹿市鍋田 178 番地１ 

株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 

代表取締役社長 瀬口 力 

 

吸収合併に係る事後開示書面 

 

株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ（以下「当社」といいます。）は、当社の完全子会社であるタクエーホ

ーム株式会社（以下「消滅会社」といいます。）を吸収合併により承継し、消滅会社は解散いたし

ました（以下「本合併」といいます。）。 

本合併の効力が発生したことに伴い、会社法第 801 条第 1項及び会社法施行規則第 200 条に基づ

き、本書面を作成し、当社の本店に備え置くものです。 

 

１．合併の効力発生日 

   2026 年 6月 1日 

 

２. 差止請求手続の経過 

（１）当社の差止請求手続 

消滅会社は、当社の完全子会社であり、本合併は会社法第 796 条第 2項に基づく簡易合併で

あるため、該当事項はありません。 

 

（２）消滅会社の差止請求手続 

消滅会社は、当社の完全子会社であったため、該当事項はありません。 

 

３．新株予約権買取請求手続の経過 

消滅会社は、新株予約権を発行していなかったため、該当事項はありません。 

 

４．債権者異議手続の経過 

当社及び消滅会社は、会社法第 789 条第 2項及び第 3項並びに第 799 条第 2 項及び第 3項の規

定に基づき、本合併に関する債権者異議手続を以下のとおり適法に実施いたしました。 

（１）公告日 

   官報公告及び電子公告：2026 年 3 月 19 日 

（２）異議申述期間 

 2026 年 3 月 20 日から 2026 年 4 月 19 日まで 

（３）異議の有無 

 上記期間中において、異議を述べた債権者はおりませんでした。 



 

５．反対株主の株式買取請求等の手続の経過  

（１）当社の反対株主の株式買取請求等 

消滅会社は、当社の完全子会社であり、本合併は会社法第 796 条第 2項に基づく簡易合併で

あるため、当該事項はありません。 

（２）消滅会社の反対株主の株式買取請求等 

消滅会社は、当社の完全子会社であったため、該当事項はありません。 

 

６．吸収合併により当社が消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項 

当社は、本合併の効力発生日をもって、消滅会社の資産、負債及びこれらに付随する一切の権

利義務を包括的に承継いたしました。当社が消滅会社から承継した資産及び負債の額は、それ

ぞれ 2,390,909 千円（2025 年 5月 31 日時点）及び 1,938,257 千円（2025 年 5 月 31 日時点）

です。 

 

７．会社法第 782 条第 1項の規定により消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録

がされた事項 

別紙のとおりです。 

 

８．会社法第 921 条の変更の登記をした日 

2026 年 6月 1日に登記を申請する予定です。 

 

９．その他、吸収合併に関する重要事項 

（１）当社は、会社法第 796 条第 2項に基づき、会社法第 796 条第 1項に定める株主総会の承認

手続を経ずに本合併を行いました。なお、会社法第 796 条第 3項により、本合併に反対す

る旨を通知した当社の株主はいませんでした。 

（２）本合併は完全子会社の吸収合併であるため、当社の資本金、資本準備金及び利益準備金の

額の増加はありません。 

 

以 上 

 



 

 

 

 

 

 

 

吸収合併に係る事前開示書面 

（吸収合併存続会社：会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 191 条に基づく書面） 

（吸収合併消滅会社：会社法第 782 条第１項及び会社法施行規則第 182 条に基づく書面） 

 

 

 

 

 

 

 

2026 年２月 20 日 

株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 

タクエーホーム株式会社 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2026 年２月 20日 

 

熊本県山鹿市鍋田 178 番地１ 

株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 

代表取締役社長 瀬口 力 

 

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 3丁目 29番地 4 

タクエーホーム株式会社 

代表取締役社長 瀬口 力 

 

吸収合併に係る事前開示書面 

 

株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ（以下、「吸収合併存続会社」という。）、タクエーホーム株式会

社（以下、「吸収合併消滅会社」という。）は、2026 年２月 20 日付吸収合併契約書を締結

し、2026 年６月１日を効力発生日とする吸収合併（以下、「本合併」といいます。）を行う

ことといたしました。 

本合併に関し、会社法第 794 条第１項及び会社法施行規則第 191 条並びに会社法第 782 条

第１項及び会社法施行規則第 182 条に基づき、下記のとおり本合併に関する事前開示をいた

します。 

なお、本合併は、完全親子会社間の無対価合併につき、吸収合併存続会社においては会社

法第 796 条第２項に定める簡易合併、吸収合併消滅会社においては、会社法第 784 条第１項

に定める略式合併となります。 

 

記 

 

１．吸収合併契約の内容 

別紙１の吸収合併契約書のとおりです。 

 

２．合併対価の相当性に関する事項及び合併対価について参考となるべき事項 

吸収合併存続会社は吸収合併消滅会社の完全親会社であるため、本合併において、吸収

合併存続会社は株式その他の金銭等の交付は行いません。 

 

３．吸収合併消滅会社の新株予約権の定めの相当性に関する事項 

該当事項はありません。 

 



４．吸収合併消滅会社についての次に掲げる事項 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

別紙２に記載のとおりです。 

 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

 

（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財

産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

該当事項はありません。 

 

５．吸収合併存続会社についての次に掲げる事項 

（１）最終事業年度に係る計算書類等の内容 

吸収合併存続会社は、有価証券報告書及び中間報告書を九州財務局に提出しておりま

す。最終事業年度に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく有価証券報告

書等の開示書類に関する電子開示システム（EDINET）によりご覧いただけます。 

 

（２）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容 

該当事項はありません。 

 

（３）最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の重要な

財産処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内

容 

該当事項はありません。 

 

６．吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関す

る事項 

本合併の効力発生後の吸収合併存続会社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが

見込まれます。また、本合併の効力発生後の吸収合併存続会社の収益状況及びキャッシ

ュ・フローの状況について、債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測

されておりません。 

よって、本合併の効力発生後における吸収合併存続会社の債務について、履行の見込み

があるものと判断いたします。 

 

７．備置開始後の変更に関する事項 

事前開示開始日後に以上に掲げる事項に変更が生じた場合には、変更後の当該事項を直



ちに開示いたします。 

 

以 上 

 



（別紙１） 

 

 

 

 

吸 収 合 併 契 約 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



吸 収 合 併 契 約 書 

 

 株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ（住所：熊本県山鹿市鍋田178番地１、以下「甲」と

いう。）とタクエーホーム株式会社（住所：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３丁

目29番地４、以下「乙」という。）とは、両会社の合併に関して、次のとおり契

約する。 

 

 （存続会社と解散会社） 

第１条 甲は乙を合併して存続し、乙は解散するものとする。 

 

（無対価合併）  

第２条  本合併は、完全親会社である甲と完全子会社である乙との合併であるこ 

とから、無対価合併とし、甲は、本合併に際し、乙の株主に対して、その 

有する株式に代わる金銭等を交付しない。  

 

 （資本金及び準備金の額） 

第３条 甲は、本合併により、資本金および資本準備金の額を増加しない。 

 

（株主総会の承認決議） 

第４条 甲は、会社法第796条第２項の規定に基づき、本契約につき、甲の株主

総会の決議による承認を受けることなく本合併を行う。 

２ 乙は、会社法第784条第１項の規定により、本契約に関して株主総会の 

承認を得ることなく甲と合併する。 

 

（財産の承継）  

第５条  乙は 2025 年５月 31日現在の貸借対照表その他同日現在の計算を基礎と 

し、これに本合併が効力を生ずる日（以下「合併効力日」という。）に至 

るまでの増減を加除した一切の資産、負債その他の権利義務を合併効力日 

において甲に引き継ぎ、甲はこれを承継する。  

 

 



 （効力発生日） 

第６条 合併効力日は 2026 年６月１日とする。ただし、合併手続の進行に応 

じ必要があるときは、甲乙が協議のうえ、これを変更することができる。  

 

（会社財産の管理等）  

第７条  甲及び乙は、本契約締結後合併効力日に至るまで、それぞれ善良なる管 

理者としての注意をもってその業務を執行し、かつ一切の財産の管理及び 

運営を行うものとする。また、乙は、本契約に別段の定めがある場合を除 

き、その財産または権利義務に重大な影響をおよぼす行為については予め 

甲と協議し合意のうえ、これを行うものとする。  

  

（合併条件の変更および本契約の解除）  

第８条  本契約締結後、合併効力日までの間において、甲または乙の財産または 

経営状態に重大な変動が生じた場合、本合併の実行に重大な支障となる事 

態が発生した場合その他本契約の目的の達成が困難になった場合には、甲 

及び乙は協議のうえ、本契約に規定する条件を変更し、または本契約を解 

除することができる。  

  

（協議事項）  

第９条 本契約に定めるもののほか、本件に関し必要な事項は本契約の趣旨に従 

い甲乙協議のうえ定める。  

  

本契約締結の証として本書１通を作成し、甲乙記名押印のうえ、甲が原本を、

乙がその写しを保管する。 

 

 

 

 

 

 

 



    2026年 ２月 20日 

 

（甲） 

       熊本県山鹿市鍋田178番地１ 

株式会社Ｌｉｂ Ｗｏｒｋ 

代表取締役社長 瀬口 力 

       

（乙）     

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目29番地4 

タクエーホーム株式会社 

代表取締役社長 瀬口 力 

       

 



（別紙２） 

 

事 業 報 告 書 

２０２４年６月１日から 

２０２５年５月３１日迄 

 

 

タクエーホーム株式会社 

 

1. 今年度総括 

売上高は、分譲住宅セグメント、建築請負セグメントにおいて前年度より回復し、

増収となりました。各段階利益は、分譲住宅セグメントにおいては、1戸当たりの売上

総利益率の改善に加え、利益率の高い素地販売の引渡しが寄与し増益の一環を担いま

した。売上総利益は増収要因に加え収益性が改善し、売上総利益率が改善されました。

販売費及び一般管理費は、広告宣伝費の圧縮及びLib networkの設立に伴い仲介手数料

を抑制したこと等により、減少の結果を迎えることができました。 

 

以上の結果、当事業年度におきましては、売上高3,535,865千円（前年度3,474,548千

円）、営業利益103,565千円（前年度△69,092千円）、経常利益82,239千円（前年度

△97,438千円）、当期純利益は48,609千円（前年度△64,786千円）となりました。 

 

2. 各事業の概要 

(1) 宅地造成設計及び測量 実施なし 

(2) 宅地分譲及び分譲住宅販売 

緑区台村町(5棟)、南区永田東二丁目(2棟)、保土ヶ谷区初音ヶ丘②(1棟)等の新築分

譲が完了した。 

(3) 不動産の売買及び仲介斡旋  実施なし 

(4) 建築工事の請負業 

川崎市中原区上丸子天神町1棟、町田市つくし野三丁目B棟、平戸町①E棟、飯島町

B・E・G棟、鶴見区馬場七丁目A棟、都筑区折本町②A棟等、建築請負工事が完了、引

渡しを実施した。 

(5) 建築の設計施工 

自社分譲物件に於ける設計及び施工を実施した。 

(6) 火災保険代理店業  11件契約し、60千円の売上を計上した。 

(7) 上記各号に附帯する一切の業務及びコンサルティング業務 

 住宅省エネルギー性能他各種証明書発行手数料 9,520千円 

 

 

3. 今年度の成果と次年度の課題 

(1) 今年度の成果 

売上高は、自由設計への着手、分譲宅地販売の引渡し戸数の回復、1戸当たりの販

売単価が上昇し、全体で増収に留まりました。 セグメント利益は、適切な価格を

調整しながら販売を進めた結果、1戸当たりの利益が増加したことや、利益率の高

い希少性のある分譲地の引渡しがあったことによります。 



(2) 次年度の課題 

日本の経済状況は、雇用改善がみられるなど、景気回復への期待感が高まる一方、米国の

関税措置導入や外交安全保障政策の動向には注視が必要な状況であり、経済の先行きは不透

明な状況に面しております。当不動産業界におきましては、建築資材価格や労務費の高騰等

による建築原価の上昇、販売価格や住宅ローン金利の上昇によって住宅購入意欲の低迷懸念

があります。一方、神奈川県内に於ける分譲戸建住宅の市中在庫は緩やかながら減少を続け

ており、需給バランスは改善傾向にあります。引き続き細やかな適正価格調整及び在庫保有

水準を維持するものとし、購入層の求めるエリアの特性や企画力、デザイン力に注視しなが

ら、土地仕入・販売を行う等の良質な戦略に徹底して取り組んでまいります。また、経営の

重点施策の一つとして、サステナビリティ経営を推進してまいります。当社グループの「暮

らしを創造する」という事業コンセプトを堅持しながら、両立を図る方針です。ニューノー

マルな暮らしの提供を進めて参ります。自社内製化を各部署に於いて追及し、設計技術

等の向上を図り、工期及び完成在庫期間の短縮を図ります。この様な対応により量から

質への転換を図り、次年度は売上高42億円、経常利益9400万円を目指して参ります。 

 

4. 主要な営業所(2025年5月31日現在） 

本 店 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3丁目29番地4 

 

 

5. 会計参与に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

6. 内部統制システム整備についての決定または決議の内容の概要及び当該体制の 

運用状況の概要 

該当事項はありません。 

 

 

7. 株式会社の支配に関する基本方針 

   該当事項はありません。 

 

 

8. 特定完全子会社に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

 

以上 



別紙２























附属明細書　第11期（2024/6/1-2025/5/31）

１．有形固定資産及び無形固定資産の明細

区分 資産の種類 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 当期償却額
期末帳簿価

額

減価償却累

計額

期末取得価

額

建物付属設備 14,293,922 148,100 1,521,214 12,920,808 5,195,132 18,115,940

車両運搬具 173,876 159,343 14,533 0 1,003,787 1,003,787

工具器具備品 4,656,565 541,200 1 2,134,385 3,063,379 15,818,536 18,881,915

計 19,124,363 689,300 3,670,132 15,984,187 22,017,455 38,001,642

ソフトウェア 4,864,008 1,940,809 2,923,199 10,613,101 13,536,300

計 4,864,008 0 0 1,940,809 2,923,199 10,613,101 13,536,300

２．引当金の明細

当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

株式給付引当金 6,387,260 6,387,260

３．販売費及び一般管理費の明細

金額

給与手当 75,022,013

賞与 5,165,338

法定福利費 12,826,451

福利厚生費 7,121,689

採用費 2,094,336

退職給付費用 730,000

支払手数料 114,308,647

旅費交通費 2,984,877

通信費 3,288,530

交際費 899,023

会議費 249,913

アフターサービス費 10,437,904

販売促進費 764,922

地代・家賃 27,141,519

減価償却費 3,315,292

賃借料 2,773,770

保険料 231,560

修繕費 257,500

水道光熱費 1,434,068

消耗品費 3,549,505

租税公課 34,826,604

事務用品費 1,473,124

広告宣伝費 13,498,805

新聞図書費 36,964

研修費 99,174

会計指導料 4,800,000

燃料費 926,806

保守料 4,090,372

雑費 2,216,573

336,565,279計

（単位：円）
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